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特重施設等設置の経過措置期間について
（建設業界の労働環境変化による影響）
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【特重施設等】
 2013年7月に施行された新規制基準においては、シビアアクシデントを起こさないための対策に
加えて、大規模自然災害やテロも含めて様々な事象により万一シビアアクシデントが起きた場合
の対策として必要な機能を、まず本体施設等にすべて備えることが求められている。

 特定重大事故等対処施設及び所内常設直流電源設備（3系統目）（以下、特重施設
等）は、「本体施設等により必要な機能はすべて満たした上で、信頼性を向上させるための
バックアップ対策として特重施設等」が求められている。

【経過措置】
 特重施設等の経過措置期間については、「安全上の重要性、事業者が対応するために必要な
期間等を総合的に判断して」設定されており、当初、新規制基準から５年とされていたが、「本
体施設等の適合性審査が⾧期化していることに伴い、特重施設等の審査着手が遅れている等、
当初から事情が変わっていること」を踏まえ、2015年に本体施設の工事計画認可から5年以内
に変更されている。

 また、2022年には、バックフィットについての考え方を整理した文書として、「バックフィットに係る基
本的な考え方」が策定され、バックフィットの対象とするかについて科学的・技術的な見地から判
断を行うとともに、個別の具体的事情を考慮した上で、経過措置の内容等について判断すると
されている。

経緯
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 各事業者は、特重施設等の設置に向け審査及び現地工事に最大限努力し取り組んでいると
ころであるが、近年の建設業界の労働環境変化（労働基準法改正に伴う2024年の建設
業への時間外労働の上限規定の適用、建設業界の人手不足等）により、特重施設等の
設置工事の工期⾧期化の懸念が生じており、他律的な要因による影響が生じている状況と
なっている。

 事業者としては、建設業界の労働環境変化により生じる工期影響を踏まえ、経過措置期間を
３年延⾧いただきたいと考えている。

現在の状況及びお願い事項
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3建設業界の労働環境変化（1/3）
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4建設業界の労働環境変化（2/3）



Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

5建設業界の労働環境変化（3/3）
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6特重工事実績に対する工期影響の評価

 特重施設の設置工事において、ゼネコン各社が施工した実績工期に対し、日建連「適正工期確保宣言」に
おける労働条件下で工事を実施した場合の工期を評価。

本体施設設工認認可
から竣工までの期間 ※1

②試算工期①実績工期
ユニットゼネコン ③工期影響

（②－①）
４週８閉所、週４０hの現場稼働
（建築作業の夜間作業なし）週休１日程度、夜間作業あり

5年7ヶ月＋1年 5ヶ月6年 5ヶ月5年 0ヶ月A

A社 7年2ヶ月＋1年 6ヶ月6年 7ヶ月5年 1ヶ月B

5年5ヶ月＋1年11ヶ月7年8ヶ月5年9ヶ月C
B社

5年6ヶ月＋11ヶ月6年 1ヶ月5年 2ヶ月D

C社
5年9ヶ月＋1年 2ヶ月4年 4ヶ月3年 2ヶ月E

5年4ヶ月＋2年 9ヶ月7年 9ヶ月5年 0ヶ月F

D社
5年3ヶ月＋1年 0ヶ月8年 8ヶ月7年 8ヶ月G

※１:ツインユニットの場合、期間の⾧い値を記載。

最大2年9月の工期延伸が発生することを踏まえ、追加の経過措置期間は3年をご検討いただきたい。


